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令和７年５月 

狭山市 

 

狭山市ふれあい健康センターPFI(RO 方式)事業 実施方針の 

スケジュールについて 

 

令和７年３月に策定した実施方針に記載された「事業期間」、「本事業のスケジ

ュール」及び「民間事業者の募集・選定スケジュール」については、関係機関と

の調整結果等を踏まえ、下記のとおりとなりました。（いずれも下線部が決定し

た箇所となります。） 

 

記 

１ 事業期間（実施方針 P.3） 

(ｲ) 事業期間 

   事業期間は、事業契約締結日より令和 25 年 3月 31 日までとする。 

 

２ 本事業のスケジュール（実施方針 P.4） 

 オ 本事業のスケジュール 

本事業のスケジュールは、以下のように想定している。 

なお、リニューアル施設の運営開始を令和 11 年 1月としているが、関係機関との調整結

果等により、変更となる可能性もあり、運営開始を義務付けるものではない。 

項目 時期 

基本協定の締結 令和 8年 4月 

仮契約の締結 令和 8年 7月 

契約議案の議会への提出 令和 8年 9月 

事業契約の締結 令和 8年 9月 

改修準備期間 令和 8年 10 月～令和 9年 8月 

改修期間 令和 9年 9月～令和 10年 11 月 

開館準備期間 令和 10 年 10 月～令和 10年 12 月 

運営開始日（リニューアル

オープン） 
令和 11 年 1 月 予定 

維持管理・運営期間 令和 11 年 1 月 1 日～令和 25年 3月 31 日 
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３ 民間事業者の募集・選定スケジュール（実施方針 P.6） 

ア 民間事業者の募集・選定スケジュール 

本事業における民間事業者の募集・選定スケジュールは、以下のとおりとする。 

時期 内容 

（略） （略） 

令和 7年 7月 
募集の公示及び募集要項等に関する質問

の受付 

令和 7年 7月 現地説明会の開催 

 （官民対話の実施） 

令和 7年 8月～9月 参加表明書の受付 

令和 8年 2月 応募及び提案に係る書類の受付 

令和 8年 3月 
優先交渉権者及び次点交渉権者の決定及

び公表 

令和 8年 4月 基本協定の締結 

令和 8年 7月 仮契約の締結 

令和 8年 9月 
契約締結、指定管理者の指定及び条例の一

部改正（市議会の議決） 

 

 

 


